
 
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 

佐
賀
県
規
則
第
六
十
一
号 

 
 
 

理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
佐
賀
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
、
理
容
師
法
施
行
規
則
」
を
「
及
び
理
容
師
法
施
行
規
則
」
に
改
め
、「
及
び

理
容
師
養
成
施
設
指
定
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
五
号
。
以
下
「
指
定
規
則
」
と
い
う
。
）
」

を
削
る
。 

 

第
二
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

第
二
章 

削
除 

第
七
条
及
び
第
八
条 

削
除 

 

別
記
様
式
第
四
号
及
び
別
記
様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
及
び
別
記
様
式
第
五
号
 
削
除
 

 

別
記
様
式
第
十
八
号
中
「ち

よ
う
ふ

」
を
「貼
付

」
に
、「外

国
人
登
録
証
明
書

」
を
「住

民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
4
2
年
法
律
第
8
1
号
）
第
3
0
条
の
4
5
に
規
定
す

る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」

に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
、
第
七
条
、

第
八
条
、
別
記
様
式
第
四
号
及
び
別
記
様
式
第
五
号
の
改
正
規
定
並
び
に
別
記
様
式
第
十
八

号
の
改
正
規
定
（
「ち
よ
う
ふ

」
を
「貼

付

」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。 
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